
 

 未 成 年 者 を 被 保 険 者 と す る 生 命 保 険 契 約 の 適 切 な 保 険 媒 介 業 務 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン  

本 ガ イ ド ラ イ ン は 、 一 般 社 団 法 人 日 本 金 融 サ ー ビ ス 仲 介 業 協 会 の 会 員 各 社 が 未 成 年 者 、

特 に 1 5 歳 未 満 の 方 を 被 保 険 者 と す る 生 命 保 険 に 係 る 保 険 媒 介 業 務 に 関 す る 対 応 に 関 す る

基 本 的 な 考 え 方 や 留 意 点 を 整 理 す る た め に 策 定 し た も の で あ る 。 各 社 に お い て は 、 関 連 法

令 等 に 則 り 、 本 ガ イ ド ラ イ ン の 内 容 に 従 い 、 商 品 の 特 性 、 保 険 媒 介 業 務 の 形 態 の ほ か 、 相

手 方 金 融 機 関 で あ る 保 険 会 社 と の 委 託 契 約 の 内 容 や 当 該 保 険 会 社 か ら の 要 請 等 に 応 じ た 適

正 な 対 応 を 確 保 す る 必 要 が あ る 。  

本 ガ イ ド ラ イ ン は 、 拘 束 力 を 有 す る も の で は な い も の の 保 険 分 野 自 主 規 制 規 則 に お け る

各 社 の 取 組 み に お い て 参 考 に さ れ る べ き も の で あ る 。 な お 、 本 ガ イ ド ラ イ ン は 、 顧 客 等 の

保 護 と 適 正 な 業 務 運 営 を 確 保 す る 観 点 で 、 各 社 に お い て 自 主 的 に 行 う 取 組 み ・ 対 応 を 妨 げ

る も の で は な い 。  

ま た 、 本 ガ イ ド ラ イ ン に 記 載 さ れ て い る 字 義 通 り の 対 応 で な く て も 、 未 成 年 者 保 護 の 観

点 か ら モ ラ ル リ ス ク の 排 除 ・ 抑 制 に 向 け た 適 切 な 保 険 媒 介 業 務 の 遂 行 に 関 し て 合 理 的 か つ

同 様 の 効 果 が 認 め ら れ る の で あ れ ば 、 そ の 対 応 を 妨 げ る も の で は な い 。  

 

Ⅰ ． 総 論  

○ 本 ガ イ ド ラ イ ン 策 定 の 目 的  

 

未 成 年 者 の 死 亡 保 険 に つ い て は 、 法 制 審 議 会 や 金 融 審 議 会 第 二 部 会 「 保 険 の 基 本 問 題 に
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関 す る ワ ー キ ン グ ・ グ ル ー プ 」 に お い て 検 討 が 行 わ れ 、 平 成 2 0 年 １ 月 3 1 日 付 同 ワ ー キ ン

グ ・ グ ル ー プ 報 告 に お い て 、 「 被 保 険 者 の 同 意 を 得 る こ と が で き な い 未 成 年 者 に 対 す る 死

亡 保 険 の う ち 、 モ ラ ル リ ス ク の 高 い も の に つ い て は 、 当 局 、 業 界 、 保 険 会 社 各 社 に お い

て 、 効 果 的 な モ ラ ル リ ス ク 対 策 を 実 施 す べ き で あ る 」 と の 指 摘 が な さ れ 、 平 成 2 0 年 ７ 月

３ 日 の 同 ワ ー キ ン グ ・ グ ル ー プ に お い て 「 未 成 年 者 ・ 成 年 者 の 死 亡 保 険 に か か る 業 界 ・ 保

険 会 社 の 対 応 に つ い て （ 案 ） 」 が 提 示 さ れ た 。  

 

こ の よ う な 指 摘 等 も 踏 ま え れ ば 、 生 命 保 険 契 約 （ 団 体 保 険 契 約 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） に お

け る 他 人 を 被 保 険 者 と す る 死 亡 保 険 に お い て 、 そ れ が 未 成 年 者 、 特 に 1 5 歳 未 満 で あ る 場

合 に は 、 保 険 商 品 が 消 費 者 の 保 障 ニ ー ズ に 合 致 し た 内 容 で あ る こ と を 確 認 す る な ど の 内 部

態 勢 の 整 備 や 、 社 内 基 準 遵 守 に よ る 厳 正 な 運 営 を 行 う 必 要 が あ る 。  

 

Ⅱ ． 各 論  

 

１ ．  適 切 な 被 保 険 者 同 意 の 取 得  

未 成 年 者 、 特 に 1 5 歳 未 満 の 方 を 被 保 険 者 と す る 生 命 保 険 の 契 約 締 結 時 に お い

て は 、 被 保 険 者 本 人 の 同 意 の 取 得 が 困 難 で あ る ケ ー ス も 想 定 さ れ る た め 、 親 権

者 等 の 法 定 代 理 人 の 同 意 を 取 得 す る 。  

（ 1 5 歳 以 上 の 場 合 に は 、 既 婚 の 場 合 等 を 除 き 、 本 人 及 び 親 権 者 等 の 法 定 代 理

人 の 同 意 を 取 得 す る 。 ）  

２ ．  適 切 な 保 険 媒 介 業 務 態 勢 の 構 築  

     未 成 年 者 、 特 に 1 5 歳 未 満 の 方 を 被 保 険 者 と す る 生 命 保 険 契 約 に つ い て は 、 保

険 商 品 が 消 費 者 の 保 障 ニ ー ズ に 合 致 し た 内 容 で あ る こ と を 確 認 す る な ど の 内 部

態 勢 の 整 備 や 、 社 内 基 準 遵 守 に よ る 厳 正 な 運 営 を 行 う 。  

な お 、 「 金 融 サ ー ビ ス の 提 供 に 関 す る 法 律 」 に よ り 策 定 ・ 掲 示 が 義 務 付 け ら

れ る 勧 誘 方 針 に お い て 、 未 成 年 者 を 被 保 険 者 と す る 生 命 保 険 契 約 に つ い て は 、

モ ラ ル リ ス ク を 排 除 ・ 抑 制 す る 観 点 か ら 適 切 な 保 険 媒 介 業 務 に 努 め る 旨 記 載 す

る 。  

 

以  上  


